
 

介護労働者の労働環境の改善を求める意見書 

  

 介護の現場は慢性的な人手不足が続いており、質の高いケアが提供できない状況である。

人が足りず目が届かないことからくる転倒・骨折などの事故は後を絶たず、余裕がなくやり

たい介護ができないことが離職にもつながっている。 

 厚生労働省の調査「２０２５年に向けた介護人材にかかる需給推計について」では、２０

２５年までに約３８万人の介護人材が不足するとしている。介護現場の低賃金・過重労働は

介護職員の離職を招き、２００７年には離職率が２１．６％にまで達し、それ以降も１６～

１７％と高い水準で推移している。 

 質の高い介護サービスを確保するためには、介護職が働き続けられる労働環境の整備が必

要である。介護職の賃金は全産業平均より約８万円も低くなっており、これが離職に拍車を

かけている。将来的にも必要不可欠な仕事である介護職の確保を行うためには、全産業平均

までの賃金の引き上げが求められる。 

 介護施設の夜勤体制は、小規模施設はほとんどが一人体制となっており、仮眠はおろか、

休憩時間すら取れない労働基準法違反の状態が放置されている。１人夜勤のプレッシャーが

離職にもつながっている。１人夜勤で他者の目がないこと、介護職の精神的余裕がないこと

が、虐待にもつながっている。 

 障害者施設で、１人夜勤中に職員が急死して利用者が朝まで放置となってしまった事例も

起こっている。１人夜勤では利用者も職員も守れないことは明らかであり、早急な改善が求

められる。夜勤は複数体制を基本に人員配置基準を見直し、複数配置できるよう国として財

政支援を行うことを求める。 

 よって、国においては、以下の改善を要望する。 

１．介護労働者の安定雇用のために処遇を改善すること。 

２．夜勤は複数配置ができるよう人員配置基準を見直し、財政支援を強めること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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